
 
 

新潟市公告第 50号                        掲示期間 2.7－2.16 
 
 
矢代田駅周辺地区土地区画整理事業に係る事業計画変更（第３回）の認可について（公告） 
 
 
 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３９条第１項の規定に基づき、矢代田

駅周辺地区土地区画整理事業に係る事業計画変更（第３回）を認可しましたので、同条第

４項の規定により公告します。 
 
 
 令和６年２月７日 
 
                           新潟市長  中原 八一 
 
 

記 
 
１ 土地区画整理組合の名称 
  矢代田駅周辺地区土地区画整理組合 
 
２ 事務所の所在地 
  新潟市秋葉区矢代田字三沢沖１２５３番１地内 
 
３ 施行地区 
  新潟市秋葉区矢代田字三沢沖の一部 
 
４ 事業施行期間 
  平成２８年８月２２日から令和７年３月３１日まで 
 
５ 設立認可年月日 
  平成２８年８月１８日（公告年月日 平成２８年８月２２日） 
 
６ 変更認可年月日 
  令和６年２月１日 


